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我が国におけるSAICMの実施
• SAICM関係省庁連絡会議

– 環境省、内閣府、外務省、財務省、文部科学省、
農林水産省、厚生労働省、経済産業省、国土交
通省

– SAICMの採択を受けて会合を開催、今後の取組
を検討

• その他の関係省庁連携体制
– 人体に有害な影響のある化学物質に関する関係
省庁連絡会議

– POPｓ条約関係省庁連絡会議

– GHS関係省庁連絡会議

– IFCS関係省庁連絡会議　等


